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美里町総合計画等策定委員会規程 

（設置） 

第１条 美里町総合計画、美里町国土利用計画その他町長が必要と認める計画の案（以下

「計画案」という。）を策定するため、美里町総合計画等策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、町長の職にある者をもって充てる。 

３ 副委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員は、教育委員会教育長、美里町行政組織規則（平成１８年美里町規則第３号。以

下「規則」という。）第３条に規定する本庁（以下単に「本庁」という。）の課長又は

課長に相当する職にある者及び規則第４章に規定する出先機関（以下単に「出先機関」

という。）に所属する職員並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の

４第１項に規定する執行機関（以下単に「執行機関」という。）に所属する職員のうち

から町長が指名する者をもって充てる。 

５ 委員会に事務局長を置くものとし、美里町課設置条例（平成１８年美里町条例第６号）

第２条に掲げる企画財政課（以下単に「企画財政課」という。）の長の職にある者をも

ってこれに充てる。 

（職務） 

第３条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

３ 委員は、委員会に出席し、計画案について審議する。 

４ 事務局長は、委員会の事務を掌理する。 

（委員会の会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長において必要があると認める都度これを開催するものと

する。 

２ 会議は、委員長が招集する。 

３ 会議の議長は、委員長が当たる。 

資料２ 
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（幹事会） 

第５条 委員会に付議すべき事項に関し、資料収集、調査・分析、検討、委員会議案作成

等の事務を処理するため、委員会の下に幹事会を設置する。 

２ 幹事会は、本庁の課長補佐、技術補佐若しくは係長又はこれらに相当する職にある者

及び出先機関に所属する職員並びに執行機関に所属する職員のうちから町長が指名する

者をもって充てる。 

３ 幹事会に幹事長を置くものとし、企画財政課長補佐の職にある者をもってこれに充て

る。 

４ 幹事長は、委員会の会議に出席し、委員会の会議に関する事務を処理する。 

（幹事会の会議） 

第６条 幹事会の会議は、事務局長が招集及び主宰するものとし、事務局長において必要

があると認める都度、これを開催するものとする。 

（任期） 

第７条 委員会委員及び幹事会幹事の任期は、一つの計画案の策定が完了するまでとする。 

（部会） 

第８条 美里町総合計画審議会条例（平成１８年美里町条例第２８号。以下「審議会条例」

という。）第６条第１項の規定に基づき、審議会に部会が設置された場合においては、

委員会における部会は、次の各号に掲げる部会ごとに、おおむね当該各号に掲げる課等

の所属職員のうち、委員として指名された者をもって構成する。 

（１） 総務行政部会 

総務課、企画財政課、税務課、徴収対策課、会計課、まちづくり推進課 

（２） 教育文化部会 

教育総務課 

（３） 産業振興部会 

産業振興課、農業委員会事務局 

（４） 生活環境部会 

町民生活課、防災管財課、建設課、下水道課、水道事業所 

（５） 保健医療福祉部会 

健康福祉課、子ども家庭課、町立南郷病院 
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２ 委員会における部会に部会長を置くものとし、各部会の構成員の互選によって定める。 

３ 部会長は、部会会務を掌理するとともに、審議会条例第６条第６項に規定する審議会

の部会の幹事となる。 

（事務局） 

第９条 委員会及び幹事会の事務局は、企画財政課に所属する職員が当たる。 

（補則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、委員会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年４月１日訓令第５号） 

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美

里町宿日直規程第２条第１項の改正規定は、平成１８年１月１日から適用する。 

附 則（平成２３年１０月１日訓令第４号） 

この訓令は、平成２３年１０月１日から施行し、この訓令による改正後の美里町総合計

画等策定委員会規程の規定は、平成２３年７月１日から適用する。 

附 則（平成２７年４月１日訓令第１０号） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


